
「中期目標期間見込評価」および「中期目標期間評価」に向けた 

公立大学法人滋賀県立大学法人評価委員会の進め方について（案） 

 

 

 地方独立行政法人法の改正により年度評価が廃止されたことに伴い、令和７

年度以降の法人評価委員会の進め方について、以下のとおりとしたい。 

 

 

１ 意見交換のための委員会開催の内容 

 法人評価委員会に係る法定の手続きは、各事業年度に係る業務の実績等に関

する評価が廃止され、「中期目標期間見込評価」および「中期目標期間評価」を

行うこととなったが、こうした評価とは別に、法人の取組の質の向上のため評価

委員会の意見を適切に取り入れる観点、および評価制度の効果的な運用のため

法人の取組の方向性や状況と評価委員会の認識等を共有する観点から、次のと

おり意見交換を実施する。 

・毎年度、法人の取組の進捗状況・今後の見通し・課題・課題解消に向けた方

策等について報告の上、意見交換を行い、中期計画達成に向けた取組に反映

する。 

 

 

２ 評価委員会の進め方 

(1)７月頃 第１回法人評価委員会 

         ・当該年度の剰余金の概要および利益処分（案）について説明 

        ・当該年度の主な取組等について説明 

        ・質疑応答・意見交換 

 

     ⇒終了後、各委員に質問・御意見を募集。 

      質問内容を大学に共有し、第２回に向けて準備。 

 

(2)８月頃 第２回法人評価委員会 

        ・事前に募集した質問・御意見を踏まえ、第１回に引き続き 

質疑応答・意見交換 

 


